
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
三
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
物
由
来
原
料
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十

号
）
及
び
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
二
号
（
生
物
由
来
原
料
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

第
一
条

生
物
由
来
原
料
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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は
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を
加
え
る
。

こ
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第
二
条

平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
二
号
（
生
物
由
来
原
料
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

前
文
た
だ
し
書
中
「
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
原
産
国
と
す
る
骨
由
来
ゼ
ラ
チ
ン
等
を
使
用
し
て
製
造
さ
れ
る
経
口
剤

」
を
「
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
原
産
国
と
す
る
骨
由
来
ゼ
ラ
チ
ン
等
を
使
用
し
て
製
造
さ
れ
る
経
口
剤
」
に
改
め

、
「
及
び
ア
メ
リ
カ
産
原
料
を
使
用
し
て
細
胞
培
養
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
注
射
剤
（
セ
ル
バ
ン
ク
に
の
み
ア
メ
リ
カ

産
原
料
を
使
用
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
ア
メ
リ
カ
産
コ
ー
ル
酸
類
を
使
用
し
て

製
造
さ
れ
る
経
口
剤
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
ア
メ
リ
カ
産
原
料
を
使
用
し
て
製
造
さ
れ
る
ワ
ク
チ
ン
（
経
口

ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。
）
、
ア
メ
リ
カ
産
原
料
を
使
用
し
て
微
生
物
培
養
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
注
射
剤
（
種
培
養
に
の

み
ア
メ
リ
カ
産
原
料
を
使
用
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
経
口
剤
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
又
は
ア
メ

リ
カ
産
原
料
を
使
用
し
て
製
造
さ
れ
る
外
用
剤
」
を
削
る
。


